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鳴門教育大学附属学校部規則

平成１６年 ４月 １日

規則第 １４ 号

改正 平成１７年３月１４日規則第１１号

平成２０年３月１７日規則第１１号

平成２３年３月 ９日規則第 １号

令和 ３ 年３月１０日規則第１０号

（趣旨）

第１条 この規則は，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第１号)第２２条

第２項の規定に基づき，鳴門教育大学附属学校部（以下「附属学校部」という。）の組

織及び運営等に関し，必要な事項を定める。

（目的）

第２条 附属学校部は，附属学校における教育・研究及び管理運営に関する校務を総括す

るとともに，鳴門教育大学（以下「本学」という。）と附属学校との連絡調整に当たる

ことを目的とする。

（附属学校部長の職務）

第３条 附属学校部長は，学長の命を受け，附属学校の運営に関する部務を掌理する。

（附属学校部会議）

第４条 附属学校部における教育・研究及び管理運営に関する円滑な執行に資すること及

び附属幼稚園，附属小学校，附属中学校ならびに附属特別支援学校（以下「附属学校」

という。）間の連携協力体制の充実を図るため，鳴門教育大学附属学校部会議を置く。

２ 鳴門教育大学附属学校部会議の組織等については，別に定める。

（附属学校運営協議会）

第４条の２ 附属学校と地域が連携・協働し，効果的な管理・運営の推進及び教育水準の

向上を図るため，鳴門教育大学附属学校運営協議会を置く。

２ 鳴門教育大学附属学校運営協議会の組織等については，別に定める。

（附属学校運営委員会）

第５条 附属学校の管理運営に関する事項を審議するため，鳴門教育大学附属学校運営委

員会を置く。

２ 鳴門教育大学附属学校運営委員会の組織等については，別に定める。

附 則

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成２３年３月９日から施行する。

附 則

１ この規則は，令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
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２ 鳴門教育大学附属学校教育研究連携協議会規程（平成２３年規程第３号）及び鳴門教

育大学附属学校間連携協議会規程（平成２３年規程第４号）は，施行日をもって廃止す

る。


